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高齢化社会と地域保健福祉計画の方向性に関する一試論

一奈良県山添村のとり組みを事例として一

桂 良 太 郎*

AStudyNoteonCommunityHealth&WelfarePlanninginAgingSociety
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は じめに(本 研究の目的と方法)

日本の長寿社会は世界の例を見ない早 さで、平成32年(2020年)に は高齢化が最大となり、

老齢人口比率が23.6%に 達すると予測 されている。そのため、各方面で長寿社会への対応の急

務が叫ばれている。

国は昭和61年4月 に 「長寿社会対策大綱」を発表 し1)昭和63年8月 より厚生省が中心になっ

て、長寿社会対策推進会議が発足 し、国レベルの総合的な政策のあり方について審議がは じめ

られている。昭和63年10月 には、厚生省 と労働省が 「長寿 ・福祉社会を実現するための施策の

基本的考 え方と目標について」(い わゆる 「福祉 ビジョソ」)を 発表 している2)。平成元年6月

には、福祉三審議会の意見具申等において、21世 紀における本格的な対応が急務であるとし、3)

同年12月 に、厚生省は、高齢者に対する長期戦略としての 「高齢者保健福祉推進10ヶ 年戦略」

(いわゆる 「ゴール ドプラソ」)を 発表 した。4)そして平成2年6月 には 「老人福祉等の一部

を改正する法律」(い わゆる 「老人福祉法等関係八法の改正」)を 成立させ、高齢者保健福祉

行政的根拠を明 らかに した。5)この法律は、住民に最 も身近な市町村が、老人保健福祉計画を

策定 し、在宅福祉サービスおよび施設サービスを一元的に提供すること等を規定 し、新 しい高

齢者保健福祉行政の展開を目指すものである。そのなかで、国は、①在宅福祉サービスおよび

施設サービスの市町村への一元化。②市町村および都道府県老人保健福祉計画の策定を義務づ

け ようとしている。奈良県において も、 このような国の動 きにあわせて、平成元年10月 に、

「奈良県高齢化社会総合対策指針一活力ある=豊かな奈良県をめざして一」を策定 している。6)

そのようななかで、各市町村では、すでに竹下内閣時代に出された 「ふるさと創生基金」の

利用をめ ぐり、それを21世 紀の高齢化対策を含め、地域の活性化をはかろうとするうごきが出

は じめてきた。

そのような折、筆者に山添村の地域保健福祉計画の方向性をさぐるよう意見具申の要請がな

された。

筆者は、平成2年6月 より山添村ふるさと創生会議の福祉健康部会の部会長としてこの研究

事業に参画するチャソスが与 えられた。7)特に本村の場合、高齢者の占める割合は、すでに20
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%を 越 え、超高齢社会となってお り、保健福祉に関わる基本整備が急務 とされている。また、

戦後の高度経済成長の中で、大きく産業構造が変化 し、若年労働層の都市部への移動がみられ、

いわゆる過疎化現象が進みつつあるところでもある。 このような地域は奈良県においては、ほ

とんどの郡部にみ られる特徴 とも重なっている。8)この事業への参画は筆者の専門領域である、

社会福祉計画にまつわる研究と密接に関わってお り、特に今後の家族福祉政策の方向性を検討

す る上においても、この研究事業は非常に有益な示唆を得るものと判断 した。

ここに述べることは当研究部会がや く半年間にわた り、21世 紀の山添村における保健福祉対

策のあり方について検討 を行ったまとめを筆者な りに書 き改めたものである。尚この研究事業

は、今後 も村内外の保健福祉部会の構成員はもとより、住民 との密接な協働のもとにおいてす

すめられるべき研究事業でもある。 この研究が、今後の県内の市町村 レベルの総合的な地域保

健福祉計画のあ り方を考えるうえでのひとつの参考モデルとして位置づけられることを望むも

のである。

第1章 山添村の概要

1.位 置 ・産業構造および行政組織

山添村は、奈良県の東北端、いわゆ る大和高原 と呼ばれる地域の一角で、東北部は三重県上

野市、東南部は三重県名張市に名張川を隔てて接 し、南部は室生村に、西部は奈良市および都

祁村に、北部は月ヶ瀬村にそれぞれ接 してお り北緯34。40'東 経136。2'の 位置にある。地勢

は概ね西部が高 く、620～150mで 起伏 とゆるやかな傾斜地が多い隆起準平野の特徴を示 し、東

西12.12km、 南北9.2kmに わた り、その面積は66.44虚 で約62%を 山林 が占めて、山あいか ら発

した流れは木津川に注いでいる。それに沿って集落 と農地が点在 し、農林業を主産業としなが

ら発展 してきた農山村である。

本村は、古 くから今 日に至 るまで米、茶などの基幹作物として、産業の中心として発展 して

きた。近年、各種農林関係事業の導入による基盤整備、環境整備が進められる中で兼業化の振

興、農業就業者の高齢化、後継者不足、減反政策などにより農業を取 りまく環境は誠に厳 しい

ものがある。平成元年の奈良県の統計では、農家数1,005戸 就業形態は兼業農家が定着 し、農

業を主 とする第一一種兼業農家が21.7%、 兼業を主とする第二種兼業農家が67.7%を 占め、専業

農家は10.6%と なっている。また、農業就業人口は4,862人 、生産基盤である農道は45,690ha、

舗装率19.4%で 経営耕地面積は701haと なっている。9)

本村の大動脈をなしている名阪国道は、昭和40年 に開通 し、大阪～名古屋へと通 じている。

また奈良市～名張市を結ぶ主要地方道奈良～名張線が通 じ、名阪国道 とともに主要な道路で、

これらは村内中央部で交差、連絡 しており、生活の向上、発展に大 きな役割 を果たしている。

村内中央部 より奈良駅へ30km、 バスで50分 、天理駅へ32km、 バスで40分 、上野駅へ16km、 バス

で20分 、名張駅へ14km、 バスで40分 で通 じてお り、こうしたことから奈良、天理、上野、名張

へ比較的短時間で行 くことができるため、道路網に沿って必然的に経済圏 も4分 されている。
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村政は、昭和31年 に山添郡東山村 と山辺郡波多野村および豊原村の3村 が合併 し、 「山添村」

として施行 された。翌年32年 には、旧東山村の水間、別所の2ヶ 大字が奈良市に編入されたた

め、境界を変更し30ヶ大字で構成 され、現在に至 っている。昭和61年 には村政施行30周 年を迎

えている。

昭和60年10月 に山添村総合計画(「 やまそえ21世紀への道標」)を 策定 し、10)村の将来展望

を打ち出 している。その中で村づ くりの基本 目標を"自 然 と人間味豊かな活力ある村づ くりを

めざしで と設定 し、更に各分野における具体的 目標 として

1.自 然と人間とのかかわ りを大切に してその調和発展をはかる

2.健 康でいきがいのある人間尊重の村づ くりに取 り組む

3.人 間性豊かな教育と文化の創造をめざす

4.活 力にみちた地域産業の確立につとめる

5.住 民参加による民主的な行政につとめる

と掲げ、村民と行政が一体 となった村づ くりを展開 しようとしている。

〔図一1〕 山添村の位置
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2.人 口構 成 と世 帯 数

:本村 の 人 口は 、 昭 和31年 の 合 併 時 か ら昭和48年 に か け 漸 減 傾 向 に あ り、 そ の 後 に あ って は

6,000人 前 後 の 横 這 い状 態 に あ る。 平 成2年 の 総 人 口 は5,892人 で 、 そ の うち65歳 以 上 の 高 齢 者

人 口 は20.5%(1,210人)を 占 め 県 平 均11.4%を 大 き く上 回 っ て い る。 年 齢 階 層 別 人 口構 成 を

み る と第 一 次 ベ ピー ブ ー ム で生 まれ た40～44歳 お よび 、 そ の子 ど もの世 代 の15～19歳 の年 齢 層

が比 較 的 大 き な割 合 を 占 め て い る。 高 齢 者 人 口は 、 昭 和55年 の995人(17.1%)か ら平 成 元 年

に は1,210人(20.5%)と 増 加 し、 平 均 寿 命 の伸 び や50～64歳 の 人 口が23.3%を 占 め て い る こ

と な ど か ら考 え る と 、今 後 全 国 的 な高 齢 化 と と も に、 本 村 に お い て も急 激 な 高 齢 化 社 会 を迎 え

る こ とに な る。 自然 増 、社 会 増 に つ い て は 、 現 状 か ら判 断 した場 合 今 後 も大 幅 な増 加 は見 込 め

な い と考 え られ る。 世 帯数 につ いて は 、 現 状 の ま ま推 移 す れ ば 将 来 にお い て も大 き く変 化 しな

い と考 え られ る。
山添村人ロの動態

人ロ・世帯数 一 総人口 ・一・・世帯数人
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〔図 一6-2〕

才
0

山添 村 年 齢 階 層 別 人 ロ男 女 比 率

(平 成2年6月1日 現 在)
204060

[コ 男 口 女%
80100

80以 上

?0-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

逼 80以 上 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 ・ ・

男 124 176 348 .,. 337 464 293 335 375

女 183 285 454 463 310 443 255 327 328

出 所:山 添 村1990

3.家 族構成について

家族構成の変化は、昭和50年 から昭和60年 までの動きをみるかぎりさほど大 きな変動はみ ら

れない。が しか し、単独世帯の数が増加の傾向にあるといえる。それは子の定位家族からの離

脱 と配偶者の死亡や離別によるものである。ひとり暮 しの老人の増加が懸念され、それに対す

る対応策を早急に整えられる必要があるといえる。

〔表一1〕 家族構成

＼単独世帯 核 家 族 世 帯 そ の 他 の 親 族 世 帯

合 計
小 計鵬 夫婦と

子 ども

男親 と

子ども

女親と

子ども
小 計

夫婦と

両 親

夫婦と

片 親

夫婦・子ども

及び両親

夫婦・子ども

及び片親

夫婦・子ども

及び他の繊
その他 小 計

人54 119 212 s 17 354 52 so 266 248 262 19 907 1315S

50 4.1 9.0 lfi.1 0.5 1.3 26.9 4.0 4.6 20.2 18.9 19.9 1.4 69.0 100.0

S

55

人79 111 178 9 30 328 4fi 71 279 249 243 17 905 1312

fi.0 8.5 13.6 o.s 2.3 25.0 3.5 5.4 21.3 18.9 18.5 1.3 68.9 100.0

S

so

人85 124 174 4 Zs 328 29 61 283 253 243 16 885 1298

6.5 9.6 13.4 0.3 Z.o 25.3 2.1 4.7 21.8 19.5 18.7 1.2 68.2 100.0

出所:国 勢調査S50.S55.S60,に 基 づいて作成
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本村においては、圧倒的に三世代家族が主流であり(68.2%)、 核家族は全体の約4分 の1

(25.3%)で 、ほとんどの家族が、夫婦 とその両親(ま たは片親)を 抱えた親族世帯である。

長男の嫁をどのように得るかがそれ らの家族の重要な課題であ り、伝統的な家族制度的な考え

方が残存 している傾向がみ られる。特に老親扶養等の女性への性別役割分業観が今だに濃 く、

本来の男女平等にもとず く相互扶助(互 助)の 理念をどう=滲透 させるかが問題 となっている。

核家族化の傾向は、恐 らく今後とも新 しい他地域からの流入人口が増えないかぎり増加の傾

向はみられないものと思われる。家族福祉的な視点からみた場合、独居老人世帯を含め高齢者

世帯の増加の問題と、数こそ少ないが、片親家族(父 子 ・母子)家 庭への施策的配慮がなされ

る必要があるといえる。11)

第2章 山添村における福祉 ・保健 ・医療の現況と課題について

1山 添村の社会資源の実情

(a)人 的資源

現在医師5名(村 職2名 、開業医2名 、歯科医師1名)看 護婦2名 、保健婦2名 、(厚 生課

に配置)栄 養士1名(県 職)が お り、診療所内には3名 の医療事務担当者がおかけている。村

の行政関係では、厚生課には2名(福 祉1名 、医療1名)の 担当事務職員がおかれている。

家庭奉仕員(ホ ームヘルパー)2名 は、村社会福祉協議会の職員として採用 し、家庭奉仕員

に任命 されている。(1名 は有資格者、1名 は資格取得中)村 としては、家庭奉仕員の派遣

については社協に派遣事業委託 としている。

社協では、独自の専任職員は現在のところ配置 されておらず、福祉活動専門員とい うかたち

で1名 が会長より委嘱され事務局長 も兼ねている。従 って家庭奉仕員 と協働 しなが らさまざま

な福祉相談活動をすすめ、10指 に余る福祉団体の事務局をは じめ、福祉の諸問題に取 り組んで

いるのが実情である。

このように人的資源の配置は後述する保健医療および福祉行政の組織 として大幅な改善が必

要となってきているのが現状で、この組織の改編 と新たなマソパワーの設置や配分が重要な行

政プラソの要であることを指摘 してお く必要がある。

社協以外の地域における各種団体 としては、老人 クラブが24単 位 クラブ(1,700名 、100%の

加入率を占めている)、 山添村婦人会(約600名)、 みつわ会(46歳 から59歳の婦人の親睦団

体、約500名)、 青年団(約200名)、 更生保護婦人会(約880名)、 健康づ くり推進協議会、

保健推進委員、献血推進協議会、ボラソティア団体、体育指導委員、スポーツ推進委員がある。

地域のボラソティアグループとしては、三つのグループがあり、(愛 の輪山添23名 、お話 し

サークルひよこの会11名 、ボラソテ ィア劇団 さつき一座24名)そ れぞれ年数回のひとり暮 し老

人の昼食会や、藤井寺市(山 添村 と昭和59年 に姉妹都市として交流提携を結ぶ)の 身障者団体

との交流や、地域の福祉施設の年末の大掃除の手伝い等々を行っている。
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〔表 一2-1〕
人的資源

県 職 村 職 臨 時 村 民

医 師
人

2人
人

2人

歯 科 医 1

看 護 婦 1 1

保 健 婦 2

栄 養 士 1

保 健 推 進 員 32

献 血 推 進 員 32

ホ ー ム ヘ ル パ ー
社協職員

2

福 祉 活 動 専 門 員 社協職員
1

民 生 児 童 委 員 11

健康 づ くり推進協議会 3 3 6

高齢者サービス調整 チーム 3 11 11

出所:山 添村1990

〔表 一2-2〕 ボ ラ ソテ ィア グルー プ 人

愛 の 輪 山 添 23

ボラソティア劇団 さつき一座 24

お話 サー クルひよこの会 11

出所:山 添村1990

〔表 一2-3〕 村 職

福 祉 1人(事 務)

保 健 2人(保 健婦)

医 療 1人(事 務)

出所:山 添 村1990

〔表 一2-4〕

医 師 看護婦 事務員

診療所 2人 2人 3人

出所:山 添村1990
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(b)施 設関係

現在の村内における施設は以下のとお りである。

村立診療所3

開 業 医 院2(医 科1.医 科1)

特別養護老人ホーム(せ せらぎ苑)

重度身体障害者授産施設(太 陽の家)

保 育 所

小 学 校

中 学 校

高等学校(分 校)

老人憩いの家

校区公民館

地区公民館

スポーツセソター

振興セソター

健民グラソド

施設の状況

〔表一3-1〕

(ボ ラ ソテ ィア協 力校

農業者健康管理セソター

ゲ ー トボ ール 場(ミ ニ グ ラ ソ ド含)28

6

5

1

1

小 学 校4中 学 校1)

3(北 野 、 中 峰 山 、 片 平)

3

30(生 活 改 善 セ ソ ター を 含 む)

1

1

1

1

施設の状況

診療所

¥¥
所 長

(医師)
看護婦 事務員 診 療 科 目 診 療 日 建物面積

東山診療所

人

1

人

1

人

1 内 科.外 科
小児科.精 神科

月.水 金
釧筋コソクリー ト

352m2

波多野診療所 1 1 1
内 科.外 科

小 児 科
毎 日

鋲筋コソクリー ト

299m=

豊原診療所 1簾 1簾 1 内 科.外 科
小児科.精 神科

火 木 土
木 造

197m'

〔表 一3-2〕 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム(せ せ ら ぎ苑)1,347m・ 定 員60人

出所:山 添村1990

＼癖 報 繊 獺 顯 医師翻 縦 寮母纐 繍

職
員
数

人

1

人

1

人

2

人

1餓

人

1

人

3

人

1

人

13

人

1

人

4

出所:山 添村1990計27人

209
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〔表 一3-3〕
重度身体障害者授産施設(太 陽の家)1,822m1定 員50人

＼趣 事務員 指導員 医 師 看護婦 栄養士 寮 母 介助員 調理員

職
員
数

人

1

人

1

入

5

人

1

人

1

人

1

人

4

人

1

人

4

出所:山 添村1990計19人

現在、村内には特別養護老人ホームと重度身体障害者授産施設の二つの施設があるが、目下

村民の利用率はきわめて低 く、今度は地域社会との関 り方が重要な課題となってきている。

2高 齢者の現況と問題点

本村の老齢人口は、平成元年で20.5%で 、全国平均の11.0%に くらべ極めて高い比率を占め

ている。全村民5,892人 の うち、高齢人口(65歳 以上)は 、1,210人 で4.8人 に1人 は高齢者で

ある。将来を推計すると、2001年 には32%で20年 後には37%に も達 し、人 口がこのまま変動 し

ないとすると、高齢者人口は約2,170人 あまりになり、村の大きな社会問題となる。

特に本村の場合、高齢者人口の動向は、地場産業の動態 とも大 きく関わり、過疎化現象が今

後十分懸念されている。 もし、今後過疎化が進展するならば、更に大 きな社会問題を引き起こ

すことになる。村民0人 ひとりが、安心 して暮 らせる総合的な村の生活基盤の充実施策が重要

となって くる根拠はここにある。また、家族生活の動態で特に注 目せねばならないのは、三世

代同居が今後 とも続 くとしても、また核家族化が進展 し、ひとり暮 しや高齢者夫婦世帯が増加

するとしても、すでに世代間による価値観や生活の仕方(ラ イフスタイル)の 多様化は時代の

流れとともに今後ますます顕著に見受け られることである。そ うした場合、かつての三世代同

居の形態は同じであっても、その生活の仕方に変化がみられる。例えば、長男の嫁に対する価

値観が変化 し、従来の性別役割分業に代表 される伝統的な家族制度は解体 し、都市近郊への就

労(特 に第三次産業への女性の進出)の 増加が予測 される。つまり、新 しい家族形態の出現と

同時に、それ以上に新 しい家族価値観に基づいた家族ライフスタイル12)の出現を予測 しながら、

30年後の高齢社会への対応を進めていかなければならない。つまり、現在の高齢者の問題と、

将来高齢者になる人々をターゲットにした問題の二つの局面からアプローチ していかなければ

ならないのである。それと同時に、現在の高齢者の問題 も、実は二つの局面からの対応がせま

られている。すなわち、前期高齢者への対応の問題 と、後期高齢者への対応の問題である。

ここでは、まず現在の高齢者の問題を整理 し、 しかも今す ぐに顕在化 している後期高齢者は

じめ要援護者に関わる現状と課題について整理 していきたい。そ して健康な高齢者および今後

高齢期を迎える人々に対する健康等の問題についてまとめてみたい。言 うまでもなく、現在の

高齢者の諸問題は、現在の若い世代の人々の生活に関わる重要な課題で もあることを付記 して

おかなければならない。

現在の山添村の要援護高齢者に関わるい くつかの実態について整理 してみたい。

(1)独 居老人は、現在54人 で、約10年 前にくらべると、2倍 になっている。今後 も国全体の

変化と同 じように推移す るならば、30年 後にはや く200人前後になるものと思われる。

(2)高 齢者夫婦世帯は現在66組 であるが、今後更に増加す ると考えられる。

(3)寝 たきり老人は現在31人 であるか、高齢者人 口増により更に増加す るものと思われ、国

の推定では30年後には約3倍 になるとされ、このままの状況では3桁 台にな りかねない。

(4)そ の他痴呆性老人については、現在把握ができていないが、全国平均の出現率4.5%か
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ら推測すると、や く50名の痴呆性老人が潜在 していると思われる。家族成員にとって、 自

分の家族内に痴呆性老人がいることにひたす ら外部に知られないように してお り、また調

査する民生委員 もどこまでが痴呆性なのかの基準が明確にされていないために実態は不明

瞭である。そのために予防的な対応が非常に遅れてしまうことになりかねない。

〔表一4〕 要援護老人等状況(1990)
人

0人 暮 し 老 人
54

ね た き り 老 人 32

長 期 入 院 20

生 活 保 護 17(世 帯)

身 障1級 29

療 育A 8

要 保 護 ・ 準 保 護 21

出所:山 添村19903福祉
・保 健 ・医療 サ ー ビス の 現 況 と 問題 点

前項に示 した要援護高齢者の現況 と問題点に対 して、次に現在の主な施設や福祉 ・保健サー

ビスの実情と問題点について整理 してみたい。(資 料一1参 照)

(1)ホ ームヘルパーは現在2名 で、4人 のひとり暮 し老人の家庭にホームヘルプサービスを

実施 している。平均4～5日 に1回 程度訪問 している。

(2)ね た きり老人介護世帯には、保健婦2名 の訪問指導が実施 してお り、1年 間で67世 帯を

訪問 し、一世帯あたり平均月に2.8回 訪問 している。

(3)在 宅の65歳 以上の虚弱老人に対 しては、通所の方法により各種サービスを提供す るディ

サー ビス事業(特 別養護老人ホームに委託)が 行われている(60歳 以上を対象としたミニ

メデ ィサー ビスもおこなわれている)し かし利用者は極めて少ない。

(4)施 設への入所状況は、前述 したごとく村内にある特別養護老人ホームはわずか2名 の利

用にとどまっており、入所者のほとんどは村外からの入所者で占められている。(表 一5

参照)

(5)入 浴サー ビスに関 しては、目下特別養護老人ホームで行われているが、村内の利用者は

極めて少ないのが現状である。

(6)現 在ボラソティアグループとしては、独居老人の訪問活動を主として行 っている 「愛の

輪山添」(28名)、 幼児を対象 として活動 している 「お話サークル」(11名)、 演芸活動

を通 じて老人ホーム等を訪問活動を続けている 「ボラソティア劇団さつき一座」(24名)

がある。定期的に参加する人々が決 まってお り、人員の確保が問題点となっている。

〔表一5〕 老人ホーム入所の状況

＼ 養 護 特 養 計

61年 度 2人 5人
人7

62年 度 2 7 9

63年 度 2 7 9

元 年 度 3 4 7

2年 度 6 6・ 12

※6名 の うち2名 が山添村 の特養 「せせ らぎ苑」
に入所 してい る・ 出所:山 添村1990
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(7)保 健婦からみた福祉 ・保健事業の現況と問題点

村内の保健婦2名 とのピア リソグをもとに現在の村内における福祉 ・保健事業の現況 と

問題点が以下の表一6の とおり整理がなされている。

〔表一6〕 保健事業の現況と問題点

事 業 件数 人数 現場 で の問題 点 その要因 ら しい こと 解 決 策

児 童
乳 児 相 談 36人 虫歯が多い お母 さんが自分 の育児方針をも

っていない 騨 織 嫉 謝 ていくよ
手づ くりのものを与 えない
おやつをいつまで も与えて
いる

乳 児 検 診 58人 3才 児で1人 当 りの虫歯4.
1本
(管内では2.0本)

子供はお とな しくしていれ
ばそれでいいという育児を
してい る. 嚢響欝 鱗i懸

どの講習会が必要
1才6ヶ 月児 検 診 56人 虫歯の ある子(29名) おやつを与 えっぱな しに し

て黙 らせ る.
1才6ヶ 児 歯 科 56人 離乳食のすすめ方がおそい、

かむのが下手.
3才 児 41人 ゆ っくり育児 をす るゆと り

がな い.

乳 児 訪 問 40人
2ヶ 月頃

成 人
貧血が多い 忙 しい生活全体が不規則にな

る
食事のバランスがかな り乱れ

てい る
総 合 検 診 623人 高血圧は減ってきたが境界 兼業農家 が多 くK休 むnと 厚生課に栄養士がいればい

薯 矢 レ 導 摩
132人
163人 翫 圧が多い.

脳卒中死亡者が多い

いうことができない.
体の ことをこまか く気を使

鮎醗 繭縮捗て

い と思 う

畳 管 乳霜ん蟻
257人 酒や甘い ものをすすめ られ

て断わ ると気 をわ るくされ
る

糖尿 病,貧 血 教 室 57人 やた らとのみ くいの機会 が

奏
す ぎる.会

にまで酒 を出 した り夕
の客に酒 を出す.

二訪問=
●鰭 ぞ辱撰教 18人 い くら言って もきっちり受

診 しない人がいる
・重 度 身障 者1級 10人
・精 神 5件 ほとん どがアルコール依存 とにかく酒をのませす ぎる!

症で ある! まだまだ治療放置の人が多
い

老 人
老 人 ク ラ ブ 検 診 163人 ねた きり,痴 呆性老人が家

にいることをか くす風潮 が強
い. 1雛灘1

使 う人 が気がねな く使 える
サービスがほ しい.

頭 しかない.
老人大学健康相談 3ケ 所 家族がみてあた りまえ とい

う感 じが強 く,シ ョー トス
60で ねたき りにな ると, あ
と20年 だれ が世話をするの

テ ィや,ホ ー ム ケ アを す す か.

めるといやが られる.
ねたきり老人訪問 54人(117件) 患者送迎バ スがほ しい
ひとりくらし老人訪問 年1回40件 老人のみの世帯が増えてい (老夫婦のみ だ とどうす る

る. の か.)

共倒れの心配がある.
痴呆性老人介護講座 5回1ク ール

3村 会場 もち
まわ り

問題を家族の中でかかえこ

警贈i撃毛近講 籍 蓑
憲綴簗駕鯉鷺懸
けてい るが,ま だ まだオカ 難灘馨鍛

い わ れ る. ミのやっかいになるのは恥 が な くな る.
だ とい う考 えが強い.

痴呆性老人訪問検診 3件
痴 呆 性 老 人 訪 問 9人12件

纈灘縣霞:牲鼻
トボールなどの社会参加 も

繋1織朧縫

保健,福 祉のサー ビスがぱ

疑 瀦 編 菱羨ゐ:でき
な い.

老人を地域で支えていこう
とい うふんい きが育 ってい
ない.家族 が閉鎖的す ぎ

る.

い.

山添村(保 健婦作成)1990出所
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(8)医 療の側からみた現状 と問題点について

国民健康保険における医療機関の利用状況(表 一7)お よび老人保健における医療機関

の利用状況(表 一8)を みた場合、約6割 の村民が、村外の医療機関を利用 している。こ

れには、一般内科的な疾患以外の眼科や耳鼻咽喉等を含めた総合的な専門医療機関が村に

ないこと、地形地理的条件が重な り、 このような状況にあると思われるが、村立診療所が

重要な村内のプライマ リーケアおよび医療 とその相談の第一次拠点であることは言 うまで

もないことである。

現在の問題点 としては、身障者はじめ要援護高齢者の移送の問題が第0に 挙げられる。

診療を受けた くとも、運んで くれる人がいない、また、人がいても移送手段がない世帯が

あることは大 きな問題となっている。 また診療所内では、医師は じめ関係職員の献身的な

諸活動にもかかわらず、診療や治療が限られた領域 とな り、十分村民のニーズに対応 しき

れない。ベ ット数も今のところ少ないのが現状で十分な処置が欠ける場合も出てきている。

さらに豊原診療所の老朽かは早急に改善 される必要がある。 しか しながらハー ドな施設面

等での改善 と同時に、何として も包括的な地域医療体制が整い、保健福祉行政システムと

の連携が整備 されていかなければならない時期にきている。それが整ってこそ、村内の人々

の医療への信頼 と協力が生まれて来 るものである。

医療処置後の保健サイ ドのサポー ト、そ して患者が安心 して 日常生活が行 えるような生

活援助 としてのホームヘルプサービスや、地域住民の援助が0つ のシステムとして整わな

い限 り、地域の 「宝」としての診療所の存在が十分にその存在価値を発揮 してい くことが

困難になってくると考えられる。それは医療関係者だけでな く、各福祉施設の中で働 く人々

についても同様の事である。

〔表 一7〕 国民健康保険における医療機 関利 用状況(1989年)

診 療 所
診 療 所以 外 の

医院及び歯科医院
村内医療機関 村外医療機関 計

12% 28% 40% so% 100%

(受診件数に よる)出 所:山 添村1990

〔表 ・〕
老人保健 における 医療機関利用状況(1989年)

村 内 医 療 機 関 村 外 医 療 機 関 計

41.4% 58.6% 100%

(受診件数 による)出 所:山 添村1990
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(9)健 康づくり、生 きがい対策の現況と問題点

本来 このような高齢化対策は、要援護状態になる以前の予防的な対策が重要視 されねば

ならない。そのためには前述 した包括的な健康保健医療体制と総合的な在宅福祉サービス
13)の有機的連関において、乳幼児から高齢者にいたるすべてのライフステー ジを対象とし

たきめ細かな対応がせまられている。(表 一9参 照)

世代間交流は現在のところ、核家族化、都市化の流れの中で大 きな課題 となっている。

小中学生時代から、高齢者や身障者をはじめさまざまな人々の 「生 きざま」を見据 える教

育がいかに大切であるかを教育関係に携わる人々は検討 していかねばならないであろう。

また、本村の場合、婦人会やみつわ会は、教育委員会の系統に属する組織 として、老人

会等の団体間 との交流が うまくいかず、それをどう進めていき、活性化 してい くことがで

きるかが問題 となってきている。

例 えば、老人 クラブのゲー トボー・ル活動を更に充実 し、推進 していくことによって地域

福祉 に関する活動が促進される。それによって、互いの社会参加と交流がより活発化され

るものと考える。14)

以上が現在の本村における、福祉 ・保健 ・医療サイ ドからみた現在のサービス等の現況

と問題点である。

〔表 一9〕

ライフサ イクルか らみた対応

乳幼児 義務教育 後期教育
061522-一 一

結婚育児
2030-一 一

子扶養期間
一一 一30

45-一 一 一一

子供独立(壮 年期)
,十

60-一 一一一

前期 高年期(円 熟期)
… 一一60

75-一 一一

後 期 高 年 期
一一一70

保
母子保健 妊婦教室 産業保健
乳幼児検診 母親教室 成人病対策

健 学校保健 子育て教室
予防指導

医 小児科診療 成人病 老年病

療 ねた き り

痴呆

福 母子福祉 ポ ラ ソテ ィア

児童福祉 社会活動 老 人 ホ ー ム
祉

在宅看護

そ 福祉教育 生 きがい対策
の ポ ラ ソテ ィ ア教 育

他 保健衛生教育

出所:山 添村 吉本清信(医 師)作 成1990



桂:高 齢化社会と地域保健福祉計画の方向性に関する0試 論 215

4高 齢者対策(特 に要援護老人に対する対策)に 焦点をおいた問題点

これまでの本村における現状 と課題を踏まえ、それ らの具体的な対応策の検討に入 るまえに、

今す ぐにでも手をさしのべなければならない要援護老人の対策課題(問 題点)を 整理 してお く

必要がある。

〈1>ね たきり老人および痴呆性老人について

① ねたきり老人(6ヶ 月未満 も含め)の 早期発見 と総合的な処置をどうするか。

(民生委員 ・福祉 ・保健 ・医療の連携体制をどうつ くるか)

② 高齢者夫婦で一方がねたきり老人の介護軽減をどうするか

(高齢者夫婦の共だおれの心配)

③ 地域住民がねたきり老人を抱える家族への理解をどのように して高めるのか

(ねたきり老人、介護人を近隣でどのようにして支えてい くのか)

④ 同居三世代で もねたきり老人は夫婦単位 にまかされてお り、昼間は独居生活者と同じ状

況におかれている。

(共働き家族に対する対応)

⑤ 援助の声(ニ ーズ)が 表にでてこない

(世間体 をどのように打破するのか)

⑥ リハビリや介護についての指導、援助の体制づ くりをどうす るか

(相談の窓口をどのようにするか)

⑦ 痴呆性老人を抱えている家族は気を休まるときがない

(不安感がいつもあ り、家族揃 って外出できず、近所に気を使 っている)

⑧ 緊急時の対応をどのようにするか

(介護者の不在時、または介護者が病弱の場合)

〈2>独 居老人について

独居老人について も現状を踏まえ、今後次のような問題点が浮かび上がってきた。

① 緊急時の対応および連絡体制をどうしてい くか

(急病、火災、けが、災害等)

② 日常生活の援助問題

(日頃の日常生活の手助け)

③ ひとり暮 しの淋 しさ、気がね、不安の問題

(親 しい話 し相手がな く近隣、親戚の訪問が少ない)

④ 福祉施設 ・福祉サービスを活用 したが らない問題

(積極的な情報の提供をどうするか)

⑤ 何でも相談する相手がない

(相談相手の窓口があいまいである)

⑥ 病気だが治療を受けていない人 も含め、病弱な人をどう支えてい くべきか

(病弱な人が多い、このままの状況では必ず寝たきり状態になって しまう)

⑦ 生きがいの問題

(趣味 ・仕事 ・社会参加等)

⑧ 交流の少ない人に対 して近隣での援助体制をどうするか

(世間体をどう取 り除 くか)
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⑨ 交通手段の確保をどうするか

(サービスを受けた くとも足を運ぶことができない)

これ らの諸問題に対 して、より具体的な対応策を講 じていかなければならない。

第3章 今後の具体的な対応策について

前述 してきた、さまざまな高齢化社会にまつわる現状 と課題を踏まえながら、次に、それら

の問題点に対応する施策のあり方や、各種サー ビスの方向性を考えてみる必要がある。

住民主体の地域福祉に関わる発展計画を、どう立案 し、即応させていくかは、21世 紀の本村

の方向を決定する重要な審議事項でもある。住民0人 ひとりの力を結集 しながら、公私協働と

役割分担を明確にして、対応 していかなければならない。 しかも、早急に手を打たなければな

らない事項と、中 ・長期的な展望にたって検討 していかなければならない事柄に分けてみた。

しかも、前述 したごとく、要援護老人に対す る対応を先に述べ、次に、今は人の介護等の手を

必要としない人々に対する対応策に分けてまとめてみた。

1.要 援護老人(ね たき り、痴呆性、ひとり暮 し等)の 問題に対する対応策

《早急な対応が望まれるもの》

対 応 策 具 体 的 に は

o各 行政 窓 口の連携強化 と情報 の統一化 ・対 象者の台帳や カル テの統一化 。

随時整備をはか る。

㈱ コ ソ ピ ュ ー タ ー等 で の情 報 管 理etc.

(個人の プライバシーの尊重)

o老 人専 門窓 口の設 置 ・複雑多岐 にわたる福祉 問題 、 ニー ズに対応 を図

(含心配 ごと相談や 介護福祉器械 のフ ィッ トネ るた め、専 門知識 を有 す る相談員 を配置 す る。

ス等の相談援助機能の充実)

o生 活の実態調査 ・正確 な実態 の把握 を行 う必要が ある。

o広 報、ひ啓発活動 の重要性を見直 し、村 民に よ り ・各 家 庭 に は 、親 しみ や す い 、 しか もす ぐに さ ま

わか りやす い情報伝 達 を行 う(各 種講 座、座談 ざ ま な サ ー ビス が わ か る よ うな パ ソ フ レ ッ ト等

会の開催) の配付 を行 う。 また定期的 に地 区単位 で 「山添

「山添村 をよ くす る村民座談会(フ ォーラム)」 村 をよ くす る村 民座談会(フ ォー ラム)」 を開

の開催 催 し、村 民 一一人 ひ と りの ア イ デ ィア や 意 見 を取

り入 れ る よ うに す る。

o各 地 区の民 生委員活動 と福祉 ・保健 ・医療分野 ・早期 発見 と早期対応 を図るため、民生委員 を中

との連携 を進め る 心 とした 「地域見守 り運動」 をお こす必要 があ

る。 そのため に福祉保健推進員 制度 を村 内で検

討 し、定期的 に各機関 と住 民 との ネ ッ トワー ク

化を図 る必要 がある。

o移 動入浴車等 によ る入浴サー ビスの実 施 ・ねた き り者 の入浴 の機 会が少ない現状 を鑑 み、

特 に入浴 による効果 を考 えた場合、早期 に対 応

を図 る必要 がある。

(注)移動入浴 ふとん乾燥 車

車 に水 の タソクとボイ ラー を搭載 し、浴 槽を

寝床 のそばまで運 び、給湯 し、入浴 して もら

う。入浴 中にふ とんの乾燥 をかねる福祉 サー

ビス車

o福 祉器械 の奨 励 と貸 し出 し促 進 ・リハ ビ リマ ッ ト(床 ず れ 防 止) 、 ベ ッ トそ の 他

介護者 の負担の軽減を 図れ る ものについて、新

しい器械 を導入す る。
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o老 人会等で のモニ ター制(情 報提 供)に よる福 ・老 人相互 の助 け合いや、早期発見 、早期対 応を

祉情報の把握 図 るため、民生委員 や老人会、婦人 団体 の三大

ネ ッ トワ ー クを 図 る。

o処 遇 検討会(ケ ース検討会)を 発足 させ、 サー ・上 記 ネ ッ トワー クの 拡 大 に と もな い 、福 祉 ・保

ビス調整 チー ムへと発展 させ る。 健 ・福祉 の専 門職(含 む社協等)間 での定 期的

な 会 合 を もち 、 ケ ー ス マ ネ ー ジ メ ソ ト助と総 合

的な在宅保健福祉施策のあり方の検討を行う

o交 通 手段の確保 を図 る ・愛の福祉 バス制 度や近隣での助 け合い等の早急

の対応 が必要 であ る。

《中 ・長期的な目標 として対応が望まれるもの》

対 応 策 具 体 的 に は

o総 合健康福祉 セ ソター の設立 とそ こで のデ ィケ ・デ ィセ ソターは昼間のみね た きり老人等を移送

アセ ソターの設 置(福 祉 、保 健、医療関連 のマ し、入浴 、食事、 リハ ビリの機会 を与 える施設

ソパ ワーの確保 な しには21世 紀の高齢化社 会 に で あるが、そ こに行 けば総合 的な老人問題 に関

は対応で きない) する相談はじめ各種援助がうけられ各関係機関
や健康福祉に関する情報の紹介等を受けられる
と ころ で あ る。 ボ ラ ソ テ ィア グル ー プや 社 協 の

拠点的役割 を発揮 で きるセソターが必要である。

o診 療所 の医師等の協力 の もとに、包括 的な地域 ・診療所 を中心 に①医師 、②保 健婦、看護婦、③

医療 ・保健 ・福祉 システムの確立 リハ ビ リ等 の 訓 練 士 、 ④ ホ ー ム ヘ ル パ ーの 連 携

シ ステ ム を考 え る研 修会 を まず つ くり、 セ ソ ター

設立 までは、診療所 を拠点 として スター トさせ

る

o地 域 福 祉 に関 す る コ ミュ ニ テ ィ ・オ ー ガナ イ ザ ー ・行 政 と社協 と地域 を結 び、 また、保健、医療 と

(各種社会資源を把握し、関係機関等の連絡調 福祉 を結 び付 け、サー ビスの供給 システムを総

整 が行 え る専門職員)を お く 合的に分析把握で きる専 門職 をお く必要があ る。

(社会福祉士 の有資格者 が適当 と考 え られ る)

o介 護教室の開催や手引書 や ビデオテープの配布。 ・介護の実際 についての教 室の開催や手引書 の配

介護者の集いの開催 布

当事者組織の育成 ・介護者 同志 の集 ま りを通 じて、 日頃 の悩み や介

(ひと り暮 し老人の会や リハ ビリ友 の会 の育成) 護法の工夫 が話 し合 われ、介護疲 れか らの解放

を図 る。 リハ ビリ友 の会は当事者 のグループの

育成 につ なが り、それを通 じて さまざまな当事

者 グルー プの育成 がはか られ る。

o介護代替者の確保 ・老人の介護者 を集め ようと して も、介護代替 者

がい な くては集 ま ることす らで きないので、ボ

ラソティアは じめ介護代替者の育成 と確保 が必

要で ある。(将 来は有償福祉活動 の研 究が必要

で あ ろ う。)

㈱ ボ ラソテ ィアの会員制による相互扶助制度、

労力銀行等

oマ ソパ ワー と しての理学療法 上、作業療法士 に ・要援護老人宅 への定期的な リハ ビリ訓練 の実施

よる指導 リハ ビリ訓 練(機 能 回復訓 練) が、地域 の福祉 に対 す る閉鎖性 を取 り除 くこと

につ ながる。(医 療 と福祉の橋渡 し的な役 割の

ため)

o保 健婦等 の増員 ・保健婦(土)看護婦ω 等の増員 によ り、訪 問指 導お

よび看護 が図れ る。
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oホ ー ム ヘ ル パ ー の増 員 ・訪問指導 ・看護 をサポー トす る システム と して

ホー ムヘル プサー ビスは欠 かす ことがで きない

重要 な もので ある。

o緊 急通報 システムの設 置お よび警察 ・広域 消防

等 との連携強化

・体 に付 す るペ ソダ ソ ト式通報 システムに よる緊

急対応制 度の確立 、 これ には近 隣の協 力者 と、

広域消防お よび警察等の連携協力が欠 かせない。

o老 人会員相互 の支援訪 問の強化(シ ルバー ボラ

ソテ ィアの育成)

・で きればそ こに定 期的 に小 中学 生の参加を よぴ

かけ、世 代間交流 を行 う。 ・

o介 護手 当、公 的助成 を図 る。 ・要介護者 家族 の介 護手当等財政 的援助を図 る。

o住 宅改善融資制度 をお く。 ・要援護 老人の居室 を環境改善 のために融資制度

の活用指 導 を図 る(で きれ ば、予防的見地 か ら

要援 護でな くて も受け られ るよ うにす る必要 が

あろ う)

o介 護用 品の共 同購 入 ・介護 に係 る紙 おむつ等 を共 同購 入す ることによ

り、経 済的負担 の軽減 を図 る。

o給 食 サ ー ビ ス 高齢者 の食生活 のみな らず、地域 社会 との ふれあ

いがスムー ズに行 え る重要 なサー ビスと して位 置

付 ける必要が ある。

o短 期保護 事業(シ ョー トステ ィ)の 充 実 ・病 弱老人 を抱 え る老人世帯 において、緊急 な場

合 に短期保護事 業の拡充 を図 る。

o所 得に よる応分の負担制の確立 ・福祉 は無料 とい う概念 か ら所得 に応 じた費用 負

担 をいた だ く。

o扶 養義務者の負担指導 ・別居 中の扶養 義務 者 にあって も、その費用負担

をされ るよ う指 導す る

o後 継者への連絡強化指導 ・独居 老人 と後 継者 との連携 強化 を指導 し経済 、

精神 的援助体制 を図 る。

2健 康づくりに関連 した問題

前期高齢者を含め若い世代の人々の問題は、今後ねたきりや、痴呆 にならないための予防的

な対策が今後 ますます重要視されるようになって きている。ここでは身体的な健康づ くりだけ

でなく、毎 日の生活の充実感を味わうことができる生 き甲斐対策の問題も含めて検討 してみた

いo

《早急な対応が望まれ るもの》

対 応 策 具 体 的 に は

o地 域包括医療体制 の中で、村 民皆検診の徹底 ・村民皆検診 、受診(定 期検 診)を 図 り、包括 医

(定期検診 の徹底) 療保健体制 の準備 にかか る。(但 し個人 の健 康

診療所の設備等の充実(ペ ッ ト、他) カル テなどの デー タ管理 と、保健 ・福祉 サイ ド
へ の デ ー タの 送 致 に つ い て は 、 プ ラ イ バ シー 保

護 について十分検討 を行 う必要 がある。)

O健 康づ くりキ ャソペー ソの開催(健 康教 室、栄 ・高 齢 者 に な る前 か ら、 健康 づ く りキ ャ ソペ ー ソ

養教育等) を拡大展開 し、健康 についての意識付け を図 り、

「ね たき り老人 ゼ ロの村をあ ざそ う」㈱ をキ ャ 健康教室や栄養教室を開き健康維持を図る。
ソ ペ ー ソ と して実 施 (できれば、そのような栄養教室に集 まった人々

による老 人給食 サー ビス等の事業 の展 開へ と発

展 させてい くことがで きれば さらによい)
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o移 送手段の確保 ・検診 、受診 および各種 催 しものの際に参加 した

くて も移動手段の もてない村民 に対す る移動サー

ビスの拡 充を図 る必要 があ る。

o子 供 か ら老 人 まです べての人々が参画で きるボ ・老人 クラブや婦人 団体 が中心 にな
って村 レペル

ラ ソ トピア事業の開催 の 「ボ ラソ トピア事業」 と して0人 で も多 くの

村民 にボ ラソテ ィア活動 の重 要性 の理解 を うな

が し、家族 単位で何 か社会 参加 で きるプ ログラ

ム等 を検 討 す る。㈱ ご み な し運 動 、 一 日___.善運

動、 おたがい さま運動等

O社会教育活動の拡大公民館活用の検討 ・地域 のボ ラソテ ィア活動等 の拠 点 と しての公 民

(小学校を含めた公共施設の有効利用の促進) 館の活用 アイデ ィアを村民 か ら募 集す る。

《中、長期的な目標として対応 が望まれるもの》

対 応 策 具 体 的 に は

o総 合健康福祉 セ ソターの設立 ・医療保健福祉 を トー タル にと らえた総 合拠点 と

して の セ ソ ター の設 立 が 必 要 と考 え る。(次 章.

供給 システムの項 を参照)

o中 間施 設(保 健 施設)の 設置(村 と して だけで ・医療的 な処置後 の在宅 での対応の まえに、病院
な く広域 事業の レベルで の検討課題) と施設 の機 能 を加味 したいわ ゆ る`中間施設'16)

としての保健施設 の建設 を広域 行政の レベル と

して検討 す る必要 がある。

o村 立診療所の老朽化対策 ・豊 原診 療所の立て替 えまたは、改築 を検討 す る

必要 があ る。

oマ ソパ ワーの量的 ・質 的改善策 ・有能 な専 門家の待遇改善 は
、将来 のマ ソパ ワー

医療保健福祉専門職の待遇改善 確保(人 材づ く り)に お いて非常 に重 要な要因

作業 療法士(OT)お よび、理学療 法士(PT) となる。地域 包括医療保健体制 を推進 す る人材
の導 入 な く して 、 この計 画 の 展 開 は あ りえ な い。(尚 、

栄養士の拡充 拠点がつ くられる までは、診療所 内に地域 健康

福祉管理 セ ソターのよ うな機能 を果 たす部 門が

行政 ・社協 の連携 の もとに設置 され る ことが望

ま しい 。)

o健康福祉教育の啓発の拡充 ・福祉 は ものでは な く心 であ り、人づ くりで ある
小中学生に地域の高齢者や身障者等の座談会の ことを児 童か ら しっか り把握 させ るため に、小

開催 中学校 におけ る福祉教育や ふる さと教育を徹底

施設訪問活動 させ る。

学内美化活動
家庭 内での0日 一善運動等 の実 施

o共 同募金活動の実施 と 「や まそえ福祉振興基金」 ・共同募金 の拡大 を図 ると共 に、村 と して、独 自
の設立 の福 祉振 興基金 の検討 を行 う必要が ある。

以上の対応策 と具体的な内容については、今 までの研究委員会で討論 されてきた内容を筆者

なりにまとめたものである。 これらは構造的な課題 として整理することができるが、次章にお

いては、これ らの対応策にどう対処 してい くかに関する機能的なシステムが考案される必要が

ある。そのことについては次章で検討を行 ってみたい。
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第4章 総合的な推進をめざして一住民主体に基づく地域総合援助システムの

構築に向けて一

すべての住民が、その人生の過程において、生活障害にかかわるさまざまな援助を必要とす

るとき、その援助がスムーズかつ適切 に行われるためには、医療、保健、福祉と住民が一体 と

なって、 「いつでも、どこでも、だれにでも」必要な量だけのサービスとケアが提供 される体

制づくりが必要となって くる。

そこで、総合的な援助システムが図一8で 示 したように① 「ニーズの把握」 と② 「さまざ

まなケア提供」を行 う、二つのシステムの他に、要援護者等に対する総合的なケースマネージ

メソ ト機能を果たす③ 「高齢者サー ビス調整チーム(処 遇検討会)」 のシステムを合わせた

三つの主要なシステムが必要である。17)

〔図 一8〕 高齢者サ0ビ ス等総合調整推進事業体系図

県高齢者サービス総合調整推進会議

高齢者サービス総合調整推進のため
の企画立案,市 町村高齢者 サービス

調整チーム等の指導助言,行 政,関

係団体 の情報交換

(連 携)

(指導助言等)

0

(連 携)

保健所保健 ・福祉サービス調整推進会議

市町高齢者サービス調整チーム

障 害者(児),精 神 障害 者,難 病

患 者、 ア ル コー ル中毒 患者 等の

処 遇方 策 の検 討等

(サービス提供の要請)

0

(情 報)

要援護高齢者の処遇方策の検討等

(サービス提供の要請

(情 報)

(支援の依頼)

サ ー ビ ス 供 給 体 制

(情報源)

0

(情 報)

公的サ ー ビス,専 門的 サー ビス・

広域 的サ ー ビス

(サ ー ビス提供)

医療機関

福祉施設

保健施設
民生委員

相談窓口

等

近 隣 共 助 体 制

近隣住民による助け合い

支援内容

・外出援助 ・家屋修理

・買い物等代行 ・毎日の声かけ

・清掃 ・話 し相手

・食事づ くり ・留守番

・洗濯 ・力仕事の手伝い

・介護の手伝い

・キー パー ソソを通

じ,調 整 チームヘ

への状況連絡等

(支 援)
高 齢 者 等
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次に、そのようなニーズの把握に関す るシステムであるが、これは何といっても、近隣の住

民の相互援助のしくみづ くりが必要となって くる。いざという時に互いの隣近所の人々が助け

合 うことは、 このような山添村の場合、地区住民の自治組織を単位 とした小地域でのたすけ合

いが可能であると思われる。但 し、かつての古い共同体的な自治組織ではなく、民主的な地域

住民の創意と知恵を出し合ったたすけあいシステムでなくてはならず、この点、古い伝統的な

慣習の見習 しや女性にたよった性別役割分業の見習 しが重要な課題 となって くる。本来、この

ような地域福祉計画のねらいは、地域住民の主体性と共生の理念にもとついた社会福祉のとら

え方が根本的に問われ、真の民主的な自治意識の醸成が目標である。そのためにも、大字(小

地域)を 単位 とした、保健福祉に関わるニーズ情報のキャッチシステムが必要 となって くる。18)

(図一9参 照)

点線で囲んだところが小地域 ネットワークの組織図である。できるだけ問題が起 きる前から

予防的な対応と同時に、早期発見、早期問題解決を行 うことによって、より重度な障害を未然

に防ぎ、それはひいては公的財政の支出の減少につながることを考えたとき、行政 も社協 も、

小地域たすけあいネッ トワークの構築を目指す必要があると考えられる。

〔図 一9〕 福祉ニーズ情報キ ャッチシステム図

小地域ネ ットワーク(大 字単位)

鰯

処 遇 検 討

(偶 数 月 定 例)

「

J

奇

数

月

定

例
連

絡

会

(注)i)小 地域 ネ ットワー クを主活動母体 として大字 を単位 と し,組 織をつ くり奇数月に1回 小地域の情報交換

を行 う.要 護者への早期発見 と早期対応,お よび老人相互 の助け合いを促進す るため,福 祉保健推進員制

度 を村内で検討 し,各 機 関,住 民 とのネ ッ トワー ク化を図 り,民 生委員 を中心 とした 「地域見守 り,助 け

合 い運動」 をおこす

11)福 祉ニーズは,福 祉推進委員がカー ドに記入 し,福 祉推進委員を通 して社協へ入る.

血)処 遇検討会は偶数月に定例会 を開 き,福 祉ニーズの検討.

(必要 に応 じサー ビスケアの提供 を指導す る.ま た,緊 急ニーズの場合は,関 係機関で即応する。)
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お わ り に

我が国の人口は、急速に高齢化しつつある。今や我が国は、世界有数の長寿国となっている。

確実に到来する高齢社会への対応を今から取 り組まなくてはならない。本村の特性と地域の実

情を考慮 し、村(行 政)が 、水先案内人的な役割を果たしながら、個人、家庭、地域や各種団

体 とともに対応を進めていかなければならない。

現在の行政機構では、医療と保健 と福祉がバラバラの部署によってなされてお り、それ らを

統括、調整する部門がないのが現状である。

今後はぜひ行政内部の組織の変革を急がねばならない。できれば、高齢社会対策室(も しく

は課)の ような部門をつ くり、 さらに首長の直属機関として、他の部署とは独立 しつつ、なお

かつ他のすべての部署を調整 しうるような機能をもつ部門が要求される。

いずれにせよ、本村の場合、大都市のような大きな行政組織ではないので、厚生課の役割編

成をまず行いつつ、定期的な高齢化対策の連絡調整会議を首長の招集の下で(リ ーダーシップ

の下で)行 われることが必要である。そこでは互いの行政特有のたて割 りの、領域主義を取 り

除き、村政全般に目を向けた広い視野 と行政職員としての責任性と実行力が問われていく。

現在、行政職につ く者には大きく四つの責任性が問われていると筆者は考えている。一つは、

ナショナル ミニマムに代表 される国家的 レベルの行政責任であ り、二つ 目はシビル ミニマムに

代表 される。それぞれ市町村の条例等で定められたミニマムの実行責任である。三つ 目は、 コ

ミュニテ ィミニマムとしての、地域住民等によるソーシャルアクショソに対する対応責任が迫

られている。特に環境保全の問題や公害に関する住民運動に行政の果たす役割責任が今 日注 目

されつつある。最後の責任性は、まさしく、行政や医療、保健、福祉や教育等の職 につく人々

の人間性に関する責任性である。これを筆者は、ヒューマソ(サ ービス)ミ ニマムと称 したい。

本来、地域住民や個々人に責任があるものであって も、その生活障害によって引き起 こされた

問題が起 きた場合(例 えば0家 心中、老人の自殺、非行等)、 ヒューマ ソサービスに携わる職

業人としての人間性に関わる道義的な責任性に近い意味での責任性が今 日間われているのでは

ないかと考える。この点は今後の社会福祉の理念的な研究課題 とも重なり、詳 しい論述は別の

機会で行いたい。いずれにせよ、住民への行政職としてのサービス性に関す る意識変革が、こ

のような地域福祉サー ビスのシステム構築(政 策立案)の 根底に据えられなければ、 このシス

テムは水泡に帰すると言っても過言ではない。

まさしく、医療、保健、福祉、そして教育も含め、これらの問題は、 「人づ くりにはじまっ

て、人づ くりに終る」といっても過言ではない。社会が個人を変えるのか、個人が社会を変え

るのかは、社会学の根本的な研究的なテーゼであるが、このような研究事業に携わって、いず

れにせよどちらも変革 しなければならないと言 う究極的な実践的課題がせまられていることを

強 く受けとめている。そのためにも、このような計画立案が、社会福祉の研究に携わる者のみ

が考える計画(試 論)で はなく、また行政や社協活動に携わる人々だけでな く、すべての住民

と共に互 いに知恵を出し合い、意見をたたかわ し、共 に生 きていかなければならないとす る

「共生社会の創造と実践」を目指 して考えていかなければならない。
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ここに記 したことは、あ くまで一つの今後の計画作成の素案の段階であり、十分なる住民に

よる住民のための、住民 自身による計画立案へ移行 して行かなければな らないことを申 し添え

てお く必要がある。

最後に、この小論をまとめるにあたり、山添村ふるさと創生会議の福祉保健部会の各位に対

し、またさまざまな資料提供の要望に際 し、いつも快 く対応 して下 さった山添村村長は じめ関

係各位の方々に対 し、心 より謝辞の意を表 したい。
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(資料 一1-1)

福祉.保 健.医 療等事業実施状況

区 分 項 目 事 業 内 容

老 人 福 祉 老人家庭奉仕員派遣事業(ホ ームヘルパー)2名
一人暮し老人訪問員設置事業

老人入浴 サー ビス事業(や す らぎ園)

老人 クラブ育成事業24ク ラブ
社

高齢者生 きが い対策事業 スポー ツ大会,囲 碁,将 棋等趣味講座

ねた き り老人慰問事業

老人福祉電話設置事業
在宅老人短期保護事業(せせらぎ苑)
ふれあい広場整備事業

会 老人憩の家新築事業
明るい老人対策事業
緊急通報装置貸与事業
ミ ドル ステ ィ事 業

心 身 障 害 者 福 祉 在宅重度身障者慰問事業
福 重度身障者入浴 サー ビス事業(や す らぎ園)

重度身障者短期保護事業(菅原園)
療育バス運賃補助事業
身障者福祉電話設置事業

低 所 得 者 福 祉 生活保護関係用務
祉 民生児童委員活動助成(民 生児童委員11名)

各種福祉団体等育成 社会福祉協議会,遺 族会,勤 労者福祉協議会,更 正保 護婦 人会,青

少年 を守 る母の会,傷 夷軍人会,軍 恩会,英 霊 に応 え る会,老 人 ク

ラブ等

児 福 祉 医 療 老人医療費助成事業

童 乳児医療費助成事業
福 心身障害者(児)医療費助成事業
祉 母子医療費助成事業

児 童 福 祉 保育所における保育事業
東 山,春 日,広 瀬,豊 央,東 豊,西 豊,各 保 育 所

保
一 般 保 健 成人検診

総合検診,厄 年検診,還 暦検診,老 人検診,結 核検診,胃 検診,

肺癌検診,子 宮癌検診,乳 癌検診

健康教育
健 糖尿病教室,虫 歯予防教室,健 康教室,健 康 づ くりの集 い,貧 血

教室
健康相談

衛 大字別,定 例,ぬ くも り村 まつ り等

保健推 進委員の設置32人

献血推進委員の設置32人
保健婦2人

生 母 子 保 健 乳児相 談,乳 児検診,幼 児検診

予 防 接 種 ツ反,BCG,ポ リオ,三 種 混 合,麻 疹,イ ソ フ ル エ ソザ,日 本 脳

炎,MMR

罠 国 民 健 康 保 険 診療所(3診 療 所)医 師2人,看 護婦2人,事 務職3人

蔑 (診 療 所)
一般患者 の診療 ,健 康診断,健 康相談並 びに公衆衛生の 向上s増

農 進
老
人
保
健

老 人 保 健

(医 療)

対象者(70才 以上)834人

医療 費見込額(元 年度)約293,000千 円
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在宅福祉サー ビス

要援護老 人サー ビス

事 業 名 対 象 者 内 容

家 庭 奉 仕 員 おおむね65才 以 ねた き り老人,一 人暮 し老人,痴 呆性老人の家庭を訪問 し

派 遣 事 業
上のねた きり老人,
一人暮 し老 人

,痴

老人の介護サー ビスをす る.
食事の介護,排 泄の介護,衣 類着脱の介護,入 浴の介護,

呆性老人等 身体の清拭,洗 髪,通 院等の介助,そ の他必要な身体 の介護,
調理,衣 類の洗濯,補 修,住 居等 の掃除,整 理整頓,生 活必

需品の 買物,関 係機関 との連絡,そ の他必要 な家事

デ ィサ ー ビ ス事 業 おおむね65才 以 在宅 の虚弱老人等 に対 し通所 の方法 によ り各種 サー ビスを

上で身体が虚弱の 提供
ため に 日常生活 を 入 浴 サ ー ビス,給 食 サ ー ビス,生 活 指 導,日 常動 作 訓 練,

営むの に支障が あ 養護,家 庭介護者教室,健 康 チ ェック,送 迎
る老人

ミニディサービス事業 おおむね60才 以 特 別養護老 人 ホームを利 用 して在宅の虚弱老人等に対 し,

上で身体が虚弱の 通所 の方法に よりデイサー ビスに準 じた各種サー ビスを提供

ために 日常生活 を 入 浴 サ ー ビス,給 食 サ ー ビ ス,生 活 指 導,日 常 動 作 訓 練,

営 むのに支障 があ 養護,家 庭介護者教 室,健 康チ ェック,送 迎
る老 人

在 宅 老 人短 期 おおむね65才 以 ねたき り老人,痴 呆性老人,虚 弱老人等を特別養護老人ホー

保 護 事 業
上の老人 ム,養 護 老 人 ホー ム に おい て 一 時 的 保 護(70日 間)を 行 う.

(シ ョー トステイ)

ミ ドル ス テ ィ事業 お おむね65才 以 ねた きり老人,痴 呆性老人,虚 弱老人等を特別養護老人ホー

上の老人 ム,養 護老人 ホームにおいて中期的保護(30日 間)を 行 う.

シ ョー トス テ ィ等 おおむね65才 以 シ ョー トス テ ィ,ミ ドル ステ ィを利 用 し よ うとす る家 族 が,

送 迎 事 業
上の老人 疾病等 の理 由に より施設 への送迎 が困難 な場 合に施設側 が老

人を送迎

ホームケア促進事業 65才 以上 のね た ねた きり老 人等 とその家族 が特別養護老 人 ホームで短期間

きり老 人等 のその 宿泊研修を受け介護技 術や心構えを身につけ る.

家族 期間 本人3週 間,家 族5日 間

ナ イ トケ ア事 業 おおむね65才 以 夜間の介護が得 られない痴呆性老人等を特別養護老人 ホー

上の痴呆性老人 ムで世話

期間 夕方か ら翌朝 まで原則 と して7日 以 内

老 人 日常 生活 おおむね65才 以 ね たき り老人及 び一人暮 し老人等 に 日常生活用具 を給付又

用 具 給 付 事業
上のねた き り老人

及び一人暮 し老人

は貸与 しs日 常生活の便宜 を図 る.

給付種 目,貸 与種 目
等

紙 お む つ 等 の 常時失禁状態に 在宅 ねたき り老 人に紙 おむつ,寝 巻,お むつカバーを支給

支 給 事 業
ある65才 以上 の在

宅ね た きり老人

一 人 暮 し老 人 等 65才 以上 の一人 一人暮 し老人等に緊急 通報装置(ペ ソダソ ト)を 給付又 は

緊急通報体制
暮し老人等 貸与 し,事 故の未然防止を図 る.

支 援 事 業

託 老 ホ ー ム の 家族に よる日中 家族 による日中の介護が困難な痴呆性老人を特別養護,老

運 営 事 業
の介護が困難な痴
呆性老人

人 ホー ムに併設の託老 ホー ムで介護.

家 庭 介 護 者 ねたき り老人等 の家庭介護者 に近隣等の協力 を得て介護研

リフ レッシュ事業
修,介 護者交流会等 を実施す ることによ り,心 身の リフ レッ
シュ及 び休養 を図 る.1泊2日
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Summary

ThispaperisadraftofCommunityHealth&WelfarePlaninYAMAZOEVillagewhich

tendingtowardAgingSociety.

Forthedevelopmentofcommunityheltn&welfarecare ,thegovernmentofficeresponsibilities,

people'sparticpation,socialroleofprofessionalsandintegrationofmedical ,healthand

welfarefacilitiesinthecommunityaretheessentialandkeyfactores.

Forthepeople'sparticipation,weshouldintroduce"CommunityHealth&WelfarePlan"

toassurethelevelofalong-termcareinallthefacilitiesinalocalsmallcommunity .

Thisstudysuggeststhatwemustimplementmostefficientalternatives ,basedupon

communitycarefortheelderlybyseekingtheintegretionandcoordinationofallthefacilities

andstaffinthecommunity.


